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障害者を対象としたプレ雇用に当たっての留意事項について（通知） 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）等における障害者

雇用の理念や推進の考え方等を確認・徹底し、公務部門における障害者の活躍の場の

拡大に向けた取組を着実に進めていく必要があることを踏まえ、今般、「公務部門に

おける障害者雇用に関する基本方針」（平成 30 年 10 月 23 日公務部門における障害者

雇用に関する関係閣僚会議決定）４．（３）ア．に基づき、選考を経て常勤職員とし

て採用予定の者について、本人の希望に応じ、採用前に非常勤職員として勤務できる

プレ雇用を実施するに当たっての留意事項を下記のとおりお示しします。 

 各府省等におかれては、これを踏まえ、適切な対応をお願いします。 

 

記 

 

１ プレ雇用の趣旨 

プレ雇用は、常勤職員としての採用が内定した障害者（以下「本人」という。）

について、採用後に円滑に勤務を開始できるようにするため、本人の希望に応じ、

常勤職員としての採用前に、非常勤職員として勤務できるものである。 

 

２ 留意事項 
（１）プレ雇用は、本人の希望に基づき実施するものであることから、常勤職員とし

ての採用が内定した段階で本人の希望を確認すること。 

各府省等においては、常勤職員としての採用が内定した日から採用日までの日

数が限られている場合等プレ雇用の実施が実質的に困難な場合を除き、本人の希

望がある場合には、プレ雇用を実施すること。 

 

（２）本人からプレ雇用の希望があった場合においては、「非常勤職員採用予定者に

対する勤務条件等の説明について」（平成 28 年 12 月 14 日人事管理運営協議会幹

事会申合せ）を踏まえ、勤務条件等の内容を適切かつ明確に説明し、その中で本

人の希望も確認の上、決定すること。なお、勤務時間については、必ずしもフル

タイムとはせず、本人の希望を考慮すること。 
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（３）プレ雇用の任期中の業務内容は、採用を予定している常勤官職の職務と類似の

ものとし、勤務場所については、採用後に業務を実施する場所と同一であること

が望ましいため、可能な限りそのように配慮するよう努めること。 

 

（４）プレ雇用の実施中には、本人との面談等の機会を適時に持つように努める等、

本人と十分にコミュニケーションを取る中で、勤務の状況や、円滑に業務を遂行

するための希望等を把握し、それに対し配慮するよう努めること。 

 

（５）常勤職員としての採用が内定した日から採用日までの日数が限られている場合

等、プレ雇用の実施が困難な場合においても、本人の希望があれば、職場見学や

職場実習を実施する等、可能な限り採用後に常勤職員として円滑に業務を開始で

きるような取組を行うよう努めること。 

 
（６）プレ雇用は、国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）第 59 条に規定する条件

付任用とはその趣旨を異にするものであることに十分に留意し、プレ雇用任期中

の勤務実績によって常勤職員への採用の内定を取り消す等、不利益な取扱いを行

わないこと。 
 
（７）本通知の内容は、今後の運用における課題や状況の変化等を踏まえ、必要に応

じ見直しを行うこととする。 
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